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No 

質問項目 該当箇所 
該当項目 質問又は意見 回答 

対象案 種類 タイトル 頁 番号 

01 実施 

方針 

質問 施設の運営

業務の範囲 

２ 第１ １ (7) 選定事業

者の事業

の範囲 

施設の運営業務として（ア）～（キ）

の項目を掲載されていますが、施設利

用がない利用者（例えば原っぱを公園

のように利用）への施設開放について

はどのように考えているか。 

また、施設開放した際の業務範囲に関

してはどのようなものが想定される

のか。 

原っぱ等の施設を開放する場合につ

いても、本件施設の提供業務の一部と

考えます。 

その際の事業者の業務範囲に関して

は、業務要求水準書（案）において施

設提供業務として規定しているとお

り、利用者が本件施設を安全かつ快適

に利用するために必要な業務を想定

しています。 

02 実施 

方針 

質問 リスク分担 16 別紙１   リスク分

担表 

事業終了時の移管手続について、都へ

運営移管するための諸経費が選定事

業者負担となっていますが、どのよう

な経費を想定されているのでしょう

か。 

事業契約書（案）第 56 条（本件施設

の返還）に規定している本件施設の返

還に当たり要する費用を想定してい

ます。 

03 業 務 要

求 水 準

書（案） 

質問 活動施設の

利用時間に

ついて 

10 第４ ２ (2) 開館時間

等 

活動施設の利用時間は原則９：００～

２２：００とすることが明記され、時

間外の提供についても事業者の判断

により可能とされているが、利用の終

了時間を早めることは可能であるか。 

原則として、９：００～２２：００と

している文化・学習施設及びスポーツ

施設の利用の終了時間を早めること

はできません。 
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04 業 務 要

求 水 準

書（案） 

質問 規則違反へ

の対応 

14 第４ ２ (2) 規則、様式

の整備 

施設、備品等の破損について当事者が

特定出来なかった場合、その負担は

都、事業者のどちらの負担となるので

しょうか。 

事業期間中に必要となる修繕費、備品

更新費の負担については事業者のリ

スクとしています。そのため、施設、

備品等の破損について当事者が特定

できなかった場合、当該負担は事業者

の負担とします。 

05 業 務 要

求 水 準

書（案） 

質問 計画修繕 24 第５ １ (2) 計画修繕 計画修繕業務（設備機器の更新等）の

プラン作成は事業期間終了後も施設

運営継続が可能となるように考慮と

あるが、どれくらいの期間を見込めば

良いのか。 

また、費用算出する際には 10 年以上

の運営を見込んだものとするべきな

のか。 

計画修繕業務のプラン作成に当たっ

ては、各設備機器等の耐用年数を考慮

し費用を算出してください。 

また、費用算出する際、11 年目以降の

費用を見込む必要はありません。 

06 業 務 要

求 水 準

書（案） 

質問 計画修繕の

概要 

54 別紙８   本事業で

必要な計

画修繕の

概要 

本事業で必要な計画修繕の概要が別

紙８に記載されているが、どこまでが

計画修繕の範囲で経常的な修繕との

区別はどのように考えているのか。 

業務要求水準書（案）における「経常

修繕」及び「計画修繕」に関する記載

のとおりです。 
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07 事業契

約書

（案） 

質問 不可抗力 11 第31条   不可抗力

による損

害 

不可抗力による損害に係る追加費用

は事業者が負担することになってい

るが、実施方針の別紙１によるリスク

分担表では都側が主分担で事業者が

従分担となっている。整合性がないよ

うに思われるがどのように考えてい

るのか。 

本事業における不可抗力に関するリ

スク分担は、実施方針の別紙１のとお

り、都側が主分担で事業者が従分担と

考えます。 

ただし、民間提案事業では、不可抗力

のリスクも事業者の負担するものと

考えており、事業契約書（案）第 31

条で、民間提案事業における場合の不

可抗力のリスクを規定しています。 

 


